
平成３０年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者で当該年度中の合計所得金額（注2）が３８万円以下の場合

【控除額】
　配偶者が７０歳未満の場合・・・３３万円
　配偶者が７０歳以上の場合・・・３８万円

配偶者特別控除

あなたの当該年中の所得が１，０００万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額（注2）が３８万円超で７６万円未満の場合

【控除額】

配偶者の合計所得 配偶者特別控除額
３８万を超え４５万円未満 ３３万円
４５万以上５０万円未満 ３１万円
５０万以上５５万円未満 ２６万円
５５万以上６０万円未満 ２１万円
６０万以上６５万円未満 １６万円
６５万以上７０万円未満 １１万円
７０万以上７５万円未満 ６万円
７５万以上７６万円未満 ３万円

７６万以上 ０円


